
 

資金移動業者に関する内閣府令について 

 

第１ 内閣府令の概要 

 

 １．第１章（総則） 

（１）第１条～第３条関係 

    この内閣府令における主な用語の定義等を定めるものである。 

（２）第４条～第６条関係 

   資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）第３８条の委任

に基づき、資金移動業者の登録申請手続、登録申請書の記載事項及び添

付書類を定めるものである。 

（３）第７条・第８条関係 

   資金決済法第１０５条の委任に基づき、登録申請者への登録通知及び

資金移動業者登録簿の縦覧の方法を定めるものである。 

（３）第９条関係 

   資金決済法第１０５条の委任に基づき、登録申請者への登録拒否通知

の方法を定めるものである。 

（４）第１０条関係 

   資金決済法第１０５条の委任に基づき、変更届出手続及び当該変更事

項に係る資金移動業者登録簿への登録手続等を定めるものである。 

 

２．第２章（業務） 

（１）第１１条～第１３条関係 

   資金決済法第４３条の委任に基づき、履行保証金の供託手続、未達債

務の額及び権利の実行の手続に関する費用の額の算出方法、履行保証金

に充てることができる債券の種類及び当該債券の評価額を定めるもので

ある。 

（２）第１４条～第１７条関係 

   資金決済法第１０５条及び資金決済に関する法律施行令（以下「資金

決済法施行令」という。）第１６条の委任に基づき、履行保証金保全契約

の届出手続、履行保証金保全契約を締結することができる銀行等及び銀

 



 

行等以外の者が満たすべき要件並びに履行保証金保全契約の解除承認手

続を定めるものである。 

（６）第１８条～第２１条関係 

   資金決済法第４５条及び第１０５条の委任に基づき、履行保証金信託

契約の承認手続、履行保証金信託契約の内容、信託財産とすることがで

きる預貯金や債券の種類及び当該債券の評価額を定めるものである。 

（７）第２２条関係 

   資金決済法第１０５条の委任に基づき、同法第４６条の命令に基づき

履行保証金の供託を行う場合の供託手続を定めるものである。 

（８）第２３条関係 

   資金決済法施行令第１７条第２項の委任に基づき、履行保証金を取り

戻す際の債務の履行をすることができない場合の公告方法を定めるもの

である。 

（９）第２４条～第２６条関係 

   資金決済法第４９条の委任に基づき、資金移動業の情報の安全管理措

置として、当該資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行う

ための措置を講じなければならないことを定めるほか、個人利用者情報

の安全管理措置及び特別の非公開情報の取扱いを定めるものである。 

（１０）第２７条関係 

   資金決済法第５０条の委任に基づき、資金移動業者が資金移動業を第

三者に委託する場合の措置として、委託業務の適正かつ確実な遂行を確

保するための措置の内容を定めるものである。 

（１１）第２８条関係 

   資金決済法第５１条の委任に基づき、資金移動業者がその利用者に対

して行うべき銀行等が行う為替取引との誤認を防止するために説明すべ

き事項及び説明方法を定めるものである。 

（１２）第２９条関係 

   資金決済法第５１条の委任に基づき、資金移動業者がその利用者に対

して提供すべき情報の内容、相手方等を定めるものである。 

（１３）第３０条関係 

   資金決済法第５１条の委任に基づき、資金移動業者がその利用者から

 



 

資金を受領したときの受取証書の交付義務を定めるとともに、その記載

事項及び交付方法等を定めるものである。 

（１４）第３１条関係 

   資金決済法第５１条の委任に基づき、その他の利用者保護を図るため

の措置として、①資金移動業者がその行う為替取引について犯罪行為が

行われた疑いがあると認めるときの取引停止等の措置、②インターネッ

ト取引を行う場合に資金移動業者と他の者を誤認することを防止するた

めの措置、③インターネット取引を行う場合に利用者が指図内容を確認

訂正するための措置を講じなければならないことを定めるものである。 

（１５）第３２条関係 

   資金決済法第５１条の委任に基づき、資金移動業者がその業務の内容

及び方法に応じて、社内規則の策定、従業者に対する研修、委託先に対

する指導等の体制を整備しなければならないことを定めるものである。 

 

３．第３章（監督） 

（１）第３３条関係 

   資金決済法第５２条の委任に基づき、資金移動業に関する帳簿書類の

作成及び保存を定めるものである。 

（２）第３４条関係 

   資金決済法第５３条第１項の委任に基づき、資金移動業に関する報告

書の提出手続、記載事項及び添付書類を定めるものである。 

（３）第３５条関係 

   資金決済法第５３条第２項の委任に基づき、未達債務の額及び資産保

全に関する報告書の提出手続、記載事項及び添付書類を定めるものであ

る。 

（４）第３６条関係 

   資金決済法第５６条第２項及び第５８条の委任に基づき、所在不明者

の公告及び監督処分の公告の方法を官報と定めるものである。 

 

４．第４章（雑則） 

（１）第３７条関係 

 



 

   資金決済法第５９条第３項の委任に基づき、権利実行事務代行者へ委

任することができる事務の内容を定めるものである。 

（３）第３８条関係 

   資金決済法第６１条第３項及び第１０５条の委任に基づき、廃止の届

出手続、廃止公告の方法とその届出手続、届出書の記載事項及び添付書

類を定めるものである。 

（４）第３９条～第４２条関係 

   資金決済法第１０５条の委任に基づき、法令違反行為等の届出手続、

経由官庁、申請書等の認定資金決済事業者協会の経由及び標準処理期間

を定めるものである。 

 

５．附則 

この内閣府令の施行に伴い、施行期日及び資金決済法の施行前においても

登録を受けるための準備行為を行うことができることを定めるものである。 

 

第２ 施行時期 

資金決済法の施行の日 

 

 

 


